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令和元年第 1回尾三消防組合議会臨時会議事録 

 

 下記議案議決のため、令和元年５月３０日午前９時３０分から尾三消防組合議会

臨時会が尾三消防本部庁舎３階議場に招集された。 

 

議事日程 

 

    日程第１   管理者あいさつ 

 

日程第２   仮議席の指定 

 

日程第３   議長選挙 

 

日程第４   議席の指定 

 

日程第５   会議録署名議員の指名 

 

日程第６   会期の決定 

 

    日程第７   副議長選挙 

 

    日程第８   議会運営委員会委員の選任 

 

    日程第９   報告第２号 

           平成３０年度尾三消防組合一般会計予算の繰越明許費に

係る繰越報告について 

 

    日程第10   議案第７号 

           尾三消防組合火災予防条例の一部を改正する条例 

            

    日程第11   議案第８号 

           令和元年度尾三消防組合一般会計補正予算（第１号） 

 

日程第12   議案第９号 

       指令システム整備部分更新委託契約の締結について 

 

日程第13   議案第１０号 

       指定金融機関の指定について 

 

日程第14   議案第１１号 

       監査委員の選任について 

 

日程第15   管理者あいさつ 
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出席議員(１５名) 

１ 番 議 員 加藤啓二議員 ２ 番 議 員 門原武志議員 

３ 番 議 員 比嘉浩二議員 ４ 番 議 員 加藤孝久議員 

５ 番 議 員 福安金之助議員 ６ 番 議 員 渡邊郁夫議員 

７ 番 議 員 一色美智子議員 ８ 番 議 員 近藤郁子議員 

９ 番 議 員 ふじえ真理子議員 10 番議員 岡崎つよし議員 

11 番議員 なかじま和代議員 12 番議員 山田けんたろう議員 

13 番議員 大橋ゆうすけ議員 14 番議員 山根みちよ議員 

15 番議員 武田治敏議員   

 

説明のために出席した者の職・氏名(１５名)   

管 理 者 近 藤 裕 貴 君 副 管 理 者 井 俣 憲 治 君 

副 管 理 者 小野田賢治君 副 管 理 者 小 浮 正 典 君 

副 管 理 者 𠮷 田 一 平 君 事 務 局 長 可 児 嗣 久 君 

消 防 長 近 藤 信 之 君 次 長 小 塚 法 人 君 

次長兼予防課長 伊豆原正人君 次長兼特別消防隊長 山 田 孝 明 君 

次長兼日進消防署長 成 瀬 正 樹 君 次長兼総務課長 廣 瀨 敏 文 君 

会計管理者 中 野 一 俊 君 消 防 課 長 酒 井 雄 二 君 

指 令 課 長 宮 家 美 博 君   

 

職務のため出席した総務課職員の職・氏名(３名) 

総務課専門監 村 瀬 昭 二 君 

総務課主幹 川 上 良 樹 君 

総務課課長補佐 塚 谷 友 昭 君 

 

職務のため出席した者の職・氏名(２名) 

書 記 長 島 田 茂 樹 君 

書 記 久保田直也君 
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「開会のベル」 

 

●書記長（島田茂樹） 

ご起立を、お願いいたします。 

一同、礼。ご着席下さい。 

本臨時会は、構成市町の議員構成改選後、初めての議会でございます。 

議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定によりまして、出席議

員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになりますので、加藤孝久議員

に臨時議長をお願いしたいと思います。 

加藤孝久議員、議長席へお願いいたします。 

 

（加藤孝久議員 登壇） 

 

◎臨時議長（加藤孝久） 

皆さん、おはようございます。 

ただ今、紹介いただきました、みよし市議会の加藤孝久です。 

地方自治法第１０７条の規定により、議長選挙の終わるまでの間、臨時議長の職

務を務めますので、よろしくお願いいたします。 

 

午前９時３２分開議 

 

◎臨時議長（加藤孝久）  

現在の出席議員は１４名です。 

よって、令和元年第１回尾三消防組合議会臨時会は成立いたしております。 

これより、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布しました日程表のとおりです。 

 本日の日程に入ります。 

 日程第１、管理者あいさつ。 

近藤裕貴管理者。 

 

○管理者（近藤裕貴） 

 皆さん、改めましておはようございます。 

このたび、日進市長、そして尾三消防組合の管理者に就任いたしました近藤裕貴

と申します。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

開会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

本日ここに、令和元年第１回尾三消防組合議会臨時会を招集いたしましたところ、

議員各位並びに関係諸氏には、公私ともご多用の中をご参集賜り、心から厚くお礼

申し上げます。 
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本臨時会は、組合構成市町の議員構成が新たなものとなり、初めての組合議会で

ございます。 

議員各位におかれましては、尾三消防組合の発展のため、適切なご指導とご協力

がいただけるものと確信いたしております。 

さて、本臨時会において提出いたします議案は、報告のほか５議案でございます。 

慎重にご審議を賜りまして、原案どおりご議決いただきますようお願い申し上げ

まして、開会のごあいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

◎臨時議長（加藤孝久） 

 ありがとうございました。 

 日程第２、仮議席の指定を行います。 

議事進行上、仮議席はただ今着席の議席としてご異議ございませんか。 

 

◇各議員 

（異議なしの声） 

 

◎臨時議長（加藤孝久） 

 異議なしと認めます。 

よって、仮議席はただ今着席の議席とします。 

 

◎臨時議長（加藤孝久） 

 ここで、暫時休憩といたします。 

再開は９時４０分とします。 

よろしくお願いいたします。 

 

午前９時３５分 

≪ 休 憩 ≫ 

午前９時４０分 

 

◎臨時議長（加藤孝久） 

 それでは休憩前に続いて、再開いたします。 

現在の出席議員は１５名です。 

 日程第３、議長選挙を行います。 

 お諮りします。 

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定による指名推選にしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

 

◇各議員 
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（異議なしの声） 

 

◎臨時議長（加藤孝久） 

 異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

指名の方法については、臨時議長において指名することとしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

 

◇各議員 

（異議なしの声） 

 

◎臨時議長（加藤孝久） 

異議なしと認めます。 

よって、臨時議長において指名することに決定しました。 

指名いたします。 

尾三消防組合議会議長に１５番、武田治敏議員を指名いたします。 

 お諮りします。 

ただ今、臨時議長において指名しました１５番、武田治敏議員を議長の当選人と

定めることにご異議ございませんか。 

 

◇各議員 

（異議なしの声） 

 

◎臨時議長（加藤孝久） 

 異議なしと認めます。 

ただ今指名いたしました１５番、武田治敏議員が議長に当選いたしました。 

議長に当選された１５番、武田治敏議員が議場におられますので、尾三消防組合

議会の会議に関する規則第２５条第２項の規定により、本席において告知いたしま

す。 

これで私の職務はすべて終了しました。皆様方の格別なご協力に感謝を申し上げ

ます。それでは、議長に当選されました武田治敏議員から、議長就任のあいさつを 

行っていただきます。 

 武田治敏議員、登壇願います。 

 

◎議 長（武田治敏） 

ただ今、議員各位のご推挙により、尾三消防組合議会議長の要職に就くことにな

りました武田でございます。 

よろしくお願いいたします。 
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これから、尾三消防組合の進展のため、また、尾三消防組合議会の円滑な運営の

ために、最善の努力をいたす所存でございます。 

ここに、皆様方の格別のご支援、ご協力を賜り、無事務めあげたいと思っており

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

簡単でございますが就任のあいさつとさせていただきます。 

 

◎議 長（武田治敏） 

それでは、引き続き会議を進めますのでご協力をお願いいたします。 

 日程第４、議席の指定を議題といたします。 

議席の指定については、尾三消防組合議会の会議に関する規則第３条にくじで定

めるとありますが、議長において指定させていただければと存じますが、これにご

異議ございませんか。 

 

◇各議員 

（異議なしの声） 

 

◎議 長（武田治敏） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議員各位の議席番号と氏名を議長において指定いたします。 

１番、加藤啓二議員、２番、門原武志議員、３番、比嘉浩二議員、４番、加藤 孝

久議員、５番、福安金之助議員、６番、渡邊郁夫議員、７番、一色美智子議員、８

番、近藤郁子議員、９番、ふじえ真理子議員、１０番、岡崎つよし議員、１１番、

なかじま和代議員、１２番、山田けんたろう議員、１３番、大橋ゆうすけ議員、１

４番、山根みちよ議員、１５番、武田治敏、以上指定しましたとおり議席を決定い

たします。 

 

◎議 長（武田治敏） 

日程第５、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、尾三消防組合議会の会議に関する規則第５３条の規定により、

議長から１番、加藤啓二議員、２番、門原武志議員、以上お二人を今回の会議録署

名議員に指名します。 

 

◎議 長（武田治敏） 

日程第６、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は本日１日としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

◇各議員 

（異議なしの声） 



9 
 

 

◎議 長（武田治敏） 

異議なしと認めます。 

本臨時会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

 

◎議 長（武田治敏） 

 日程第７、副議長選挙を行います。 

お諮りします。 

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定による指名推選にしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

 

◇各議員 

（異議なしの声） 

 

◎議 長（武田治敏） 

異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選と決定しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長において指名することとしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

 

◇各議員 

（異議なしの声） 

 

◎議 長（武田治敏） 

 異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することと決しました。 

指名いたします。 

尾三消防組合議会副議長に１番、加藤啓二議員を指名します。 

お諮りします。 

ただ今指名しました１番、加藤啓二議員を副議長の当選人と定めることに、ご異

議ございませんか。 

 

◇各議員 

（異議なしの声） 

 

◎議 長（武田治敏） 

異議なしと認めます。 

ただ今、指名いたしました１番、加藤啓二議員が副議長に当選いたしました。 
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副議長に当選されました１番、加藤啓二議員が議場におられますので、尾三消防

組合議会の会議に関する規則第２５条第２項の規定により、本席において告知しま

す。 

ここで、副議長の加藤啓二議員にごあいさつをいただきます。 

 

○副議長（加藤啓二） 

加藤でございます。 

ただいま、議長からご指名をいただき、また議員各位のご推挙によりまして、尾

三消防組合議会副議長に選ばれましたことに対し、心から感謝を申し上げます。 

今後は、議会運営が円滑、かつ、公正になされますよう、誠心誠意努力してまい

りますので、皆様方のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任の

ごあいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

◎議 長（武田治敏） 

日程第８、議会運営委員会委員の選任についてを議題とします。 

お諮りします。 

 委員の選任につきましては、尾三消防組合議会運営委員会条例第５条の規定によ

り、議長から指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

◇各議員 

（異議なしの声） 

 

◎議 長（武田治敏） 

 異議なしと認めます。 

 指名いたします。 

２番、門原武志議員、５番、福安金之助議員、７番、一色美智子議員、１２番、

山田けんたろう議員、１４番、山根みちよ議員、以上５名を尾三消防組合議会運営

委員会委員に指名いたします。 

それでは、ただ今から暫時休憩といたします。 

ここで、議会運営委員会条例第７条第１項の規定に基づき、議会運営委員会を開

催し、委員会において正副委員長の互選を行っていただきます。 

再開は、議会運営委員会終了後とします。 

 

●書記長（島田茂樹） 

ただ今から、第２会議室において議会運営委員会を開催しますので、委員の方は

お集まりください。 

 

 午前９時５０分 
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≪ 休 憩 ≫ 

午前１０時０５分 

 

◎議 長（武田治敏） 

 ただ今の出席議員は、１５名であります。 

 会議を再開いたします。 

ここで、休憩中に議会運営委員会の正副委員長を互選していただきましたので、

ご報告申し上げます。 

議会運営委員会委員長、５番、福安金之助議員、議会運営委員会副委員長、７番、

一色美智子議員、以上ですのでよろしくお願いいたします。 

それではここで、尾三消防組合議会運営委員会委員長にご就任いただきました５

番、福安金之助議員にごあいさつをいただきます。 

   

○議会運営委員会委員長（福安金之助） 

ただいま議会運営委員会委員長という大役をご指名していただきました福安で

ございます。 

皆様方のご協力を得ながら、議会が円滑に進みますよう努めて参りますので、よ

ろしくお願いいたします。 

簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。 

 

◎議 長（武田治敏） 

 ありがとうございました。 

 ただいま互選されました正副委員長には、円滑な議事運営を今後ともよろしくお

願いいたします。 

 お諮りします。 

委員会の所管事項については、地方自治法第１０９条第３項に規定されておりま

すが、議会運営に関すること及び議長の諮問に関する事項等については、  閉会

中も審査する必要がありますので、地方自治法第１０９条第８項の規定により、議

会運営委員会にその所管に属する事務について、閉会中も調査、研究することを付

託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

◇各議員 

（異議なしの声） 

 

◎議 長（武田治敏） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員会に、その所管事項について閉会中もなお調査研究するこ

とを付託することに決定しました。 
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◎議 長（武田治敏） 

 日程第９、報告第２号、平成３０年度尾三消防組合一般会計予算の繰越明許費に

係る繰越報告についてを議題とします。 

 報告の説明を求めます。 

 廣瀨次長 

 

○次長（廣瀨敏文） 

次長兼総務課長、廣瀨。 

議案書５ページをお願いいたします。 

報告第２号、平成３０年度尾三消防組合一般会計予算の繰越明許費に係る繰越報

告について、この報告をするのは、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によ

り、議会へ報告する必要があるからです。 

次のページをお願いします。 

地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越した予算は、平成３１年３月定

例会における議案第５号、平成３０年度尾三消防組合一般会計補正予算第４号の第

２条にて提案し、御承認をいただいたもので、計算書に記載のとおり、款２、総務

費、項１、総務管理費の第８次消防力整備計画策定業務の８４１万４千円でありま

す。 

消防力整備計画は、組合の最上位に位置する計画で、３０年度内での樹立を目指

し事務を進めていたところです。 

昨年１１月の中間報告では、救急件数が１万１千件から１０年後に２千件増の１

万３千件の見込みとご説明させて頂きましたが、平成３０年中の実績が前年比６５

０件増の１万２千９３件となり、今後の出動件数の実績が中間報告での将来予測数

値を超えていくことが懸念されたこと、また、将来予測を見直したうえで、さらに

広域化のスケールメリットによる効果を、事業毎の目標数値との比較などで見える

化し、わかりやすくするなど、新たな視点を盛り込むべきと判断したことによりま

す。 

報告第２号の説明は以上です。 

 

◎議 長（武田治敏） 

 報告は終わりました。 

 ただ今の報告について、質疑はありますか。 

 

◇各議員 

（質疑なし） 

 

◎議 長（武田治敏） 

質疑なしと認めます。  

これをもって、報告第２号、平成３０年度尾三消防組合一般会計予算の繰越明許
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費に係る繰越報告については終了いたします。 

 

◎議 長（武田治敏） 

 日程第１０、議案第７号、尾三消防組合火災予防条例の一部を改正する条例を議

題とします。 

 議案の説明を求めます。 

 伊豆原次長 

 

○次長（伊豆原正人） 

 次長兼予防課長、伊豆原。 

議案第７号、尾三消防組合火災予防条例の一部を改正する条例です。 

この案を提出するのは、国が示す火災予防条例の例の改正によるものです。 

新旧対照表をご覧ください。 

第１６条関係は、不正競争防止法等の一部を改正する法律において、日本工業規

格が日本産業規格に改められたことによる改正でございます。 

第２９条の５関係は、住宅用防災警報器等の設置免除に関する部分で、第１号の

スプリンクラー設備の作動時間を示す内容が種別を示すものに改められたことに

よる改正でございます。次に、新たな第６号として設置免除の項目が加ったもので

ございます。 

第３１条の５関係は、第３１条の５第２項第７号の次にただし書きを加えるもの

です。 

施行期日は公布の日からですが、第１６条の規定については令和元年７月１日か

らの施行となります。 

議案第７号の説明は以上です。 

 

◎議 長（武田治敏） 

ありがとうございました。 

議案第７号については、質疑の通告がございませんでしたので、これより討論に

入ります。 

議案第７号に対する反対討論の発言を許します。 

次に、賛成討論の発言を許します。 

これをもって、討論を終結します。 

これより、採決をいたします。 

議案第７号、尾三消防組合火災予防条例の一部を改正する条例は、原案のとおり

決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 

○各議員（起立全員） 

 

◎議 長（武田治敏） 
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起立全員であります。 

よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議 長（武田治敏） 

 日程第１１、議案第８号、令和元年度尾三消防組合一般会計補正予算第１号を議

題とします。 

 議案の説明を求めます。 

 廣瀨次長 

 

○次長（廣瀨敏文） 

次長兼総務課長、廣瀨。 

議案第８号、令和元年度尾三消防組合一般会計補正予算第１号について、一般会

計補正予算書の３ページをお願いいたします。 

第１表、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算総額に歳入、歳出それぞれ３１７

万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３８億４千９７７万６千円とす

るものです。 

歳入をご説明します。１０ページ、１１ページをご覧ください。 

款４、項１、県補助金、目２、ラグビーワールドカップ消防特別警戒対策費補助

金は、ラグビーワールドカップ２０１９における消防警戒体制の充実強化を目的と

した国の補助金で、県を通じ交付されます。補助率は１０分の１０で、１円単位ま

で補助対象となっており、一般財源の負担はありません。 

次に歳出についてご説明します。１２ページ、１３ページをご覧ください。 

款３、項 1、目 1、消防費のラグビーワールドカップ消防特別警戒対策機材整備

事業は、この補助金の対象となる事業で、豊田市で開催されるラグビーワールドカ

ップのテロ対策に伴う、使い捨ての防毒マスクや化学防護服、備品としての除染シ

ャワーなどの資材、備品の購入に要する経費です。 

補正理由は、平成３１年３月２９日にこの補助金の交付要綱が制定され、４月１

９日に愛知県より交付決定がありましたので、時期的に当初予算に計上できなかっ

たことによります。 

議案第８号の説明は以上です。 

 

◎議 長（武田治敏） 

ありがとうございました。 

議案第８号については、質疑の通告がございませんでしたので、これより討論に

入ります。 

議案第８号に対する反対討論の発言を許します。 

次に、賛成討論の発言を許します。 

これをもって、討論を終結します。 

これより、採決をいたします。 
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議案第８号、令和元年度尾三消防組合一般会計補正予算第１号は、原案のとおり

決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 

○各議員（起立全員） 

 

◎議 長（武田治敏） 

起立全員であります。 

よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議 長（武田治敏） 

 日程第１２、議案第９号、指令システム整備部分更新委託契約の締結についてを

議題とします。 

 議案の説明を求めます。 

 山田次長 

 

○次長（山田孝明） 

次長兼特別消防隊長、山田。 

議案第９号、指令システム整備部分更新委託契約の締結について、１３ページの

次ページをご覧ください。 

この案を提出するのは、尾三消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例の規定に基づき、指令システム整備部分更新事業における通

信指令システムの構成機器などの製造の請負を含む業務の委託契約の締結につき、

議会の議決を得る必要があるからでございます。 

現在の指令システムは、平成２４年度末に導入して以来６年が経過しており、経

年劣化が避けられない部品や消耗品が数多くあります。 

このため、指令システムの根幹部分である各制御部や、大型モニター、指令伝送

装置などを交換し、故障による長時間の指令システム停止を防止し、継続的に安定

稼働を確保していくものであります。 

請負契約金額は１億６千６８７万円で、請負率は９８．６６パーセント、請負契

約者は、愛知県名古屋市東区東桜二丁目１５番７、株式会社ＴＴＫ、代表取締役、

藤田義明。 

契約の方法は、制限付き一般競争入札、事後審査型で、応札者は 1社でありまし

た。 

議案第９号の説明は以上です。 

 

◎議 長（武田治敏） 

ありがとうございました。 

議案第９号については、質疑の通告がございませんでしたので、これより討論に

入ります。 
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議案第９号に対する反対討論の発言を許します。 

次に、賛成討論の発言を許します。 

これをもって、討論を終結します。 

これより、採決をいたします。 

議案第９号、指令システム整備部分更新委託契約の締結については、原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 

○各議員（起立全員） 

 

◎議 長（武田治敏） 

起立全員であります。 

よって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議 長（武田治敏） 

 日程第１３、議案第１０号、指定金融機関の指定についてを議題とします。 

 議案の説明を求めます。 

 中野会計管理者。 

 

○会計管理者（中野一俊） 

会計管理者、中野。 

 議案第１０号、指定金融機関の指定につきまして、ご説明申し上げます。 

 この案件は、現在、指定金融機関として指定しております岡崎信用金庫との契約

が、令和元年５月３１日をもって終了することに伴いまして、地方自治法施行令第

１６８条第２項の規定に基づき、改めて岡崎信用金庫を指定金融機関に指定いたし

たく、議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、契約期間は、令和元年６月１日から令和４年５月３１日までとするもので

あります。 

 以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

◎議 長（武田治敏） 

ありがとうございました。 

議案第１０号については質疑の通告がございませんでしたので、これより討論に

入ります。 

議案第１０号に対する反対討論の発言を許します。 

次に、賛成討論の発言を許します。 

これをもって、討論を終結します。 

これより、採決をいたします。 

議案第１０号、指定金融機関の指定については、原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 
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○各議員（起立全員） 

 

◎議 長（武田治敏） 

起立全員であります。 

よって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議 長（武田治敏） 

日程第１４、議案第１１号、監査委員の選任についてを議題とします。 

 この議案は、地方自治法第１１７条の規定により除斥が必要ですので、１０番、 

岡崎つよし議員の退席を求めます。 

 

○岡崎議員 退席 

 

◎議 長（武田治敏） 

 提案者より議案の説明を求めます。 

説明者、近藤裕貴管理者。 

 

○管理者（近藤裕貴） 

管理者、近藤でございます。 

議案第１１号についてご説明いたします。 

監査委員の選任についてでございますが、前任者が、平成３１年４月２９日をも

って尾三消防組合監査委員の職を離れましたので、新たに尾三消防組合議会議員の

岡崎つよし氏 に監査委員をお願いするものであります。 

 この案を提出するのは、尾三消防組合規約第９条第２項の規定に基づき議会の同

意を得る必要があるからであります。 

 経歴等につきましては、次のページに添付させていただいております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

◎議 長（武田治敏） 

 ありがとうございました。 

 議案第１１号については、質疑の通告がございませんでしたので、これより討論

に入ります。 

 議案第１１号に対する反対討論の発言を許します。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

 これをもって、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第１１号、監査委員の選任についてを原案どおり可決することに、賛成の議

員の起立を求めます。 
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○各議員（起立全員） 

 

◎議 長（武田治敏） 

 起立全員であります。 

よって議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

事務局は、１０番、岡崎つよし議員を議席に案内して下さい。 

 

○岡崎議員（入場、着席） 

 

◎議 長（武田治敏） 

ただ今、席に戻られました、１０番、岡崎つよし議員が監査委員に選任同意され

ましたので、ここで、ごあいさつをいただきます。 

 

○監査委員（岡崎つよし） 

ただいま、皆様方のご推挙により監査委員に選任をしていただきました、長久手

市の岡崎でございます。 

監査委員としての職責を全うし、当組合の適正かつ効率的な運営に寄与させてい

ただきたいと考えております。皆様のご支援、ご協力をよろしく賜わりまして、ご

あいさつとさせていただきます。 

 

◎議 長（武田治敏） 

これを持ちまして、本臨時会に付されました議案の審議はすべて終了いたしまし

た。 

 お諮りします。 

今議会において、議決されました議案の条項、字句、数字、その他整理を要する

ものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これにご異議 ご

ざいませんか。 

 

○各議員 

（異議なし） 

 

◎議 長（武田治敏） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議決に付された全議案の条項、字句、数字その他整理を要するものにつ

いては、議長に委任することに決定しました。 

 

◎議 長（武田治敏） 

 日程第１５、管理者あいさつ 
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近藤裕貴管理者。 

 

○管理者（近藤裕貴） 

閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

先ほどは、上程いたしました各議案につきまして、慎重にご審議をいただき、原

案どおり議決をいただきましたことに対しまして、厚くお礼申し上げます。 

さて、尾三消防組合は、議員の皆様を始め、関係各位の深いご理解とご尽力を賜

り、消防体制の充実強化に努めております。 

広域化２年目を迎えました組合の職員数は３３５名となり、防災の拠点となる９

署所へ効率的に職員を配置し、時代に即応した効率的な業務の推進に努めておりま

す。 

今後も、住民の皆様の負託にお答えし、消防の使命を達成できるよう努力する所

存でございますので、議員各位のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げま

して、閉会のごあいさつとさせていただきます。 

本日は、ありがとうございました。 

 

◎議 長（武田治敏） 

 閉会に当たり、私からもごあいさつを申し上げます。 

先程は、本議会に提出されました議案を慎重にご審議いただき、適切な議決をさ

れましたことに対しまして、厚くお礼申し上げます。 

 議会といたしましては、広域２年目を迎えた尾三消防組合が広域のスケールメリ

ットを十分に活かし、安全で安心な暮らしを実感できる地域の実現のために、その

力を注いでいただくよう期待するものであります。 

 議員各位におかれましては、議員活動などなにかと 

ご多用とは存じますが、くれぐれもご自愛いただき、消防行政推進にご尽力をいた

だきますことをお願い申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

◎議 長（武田治敏） 

これをもちまして、令和元年第１回尾三消防組合 臨時会を閉会いたします。 

本日は、大変ありがとうございました。 

 

午前１０時３２分閉会 

「閉会のベル」 

 

●書記長（島田茂樹）  

ご起立をお願いいたします。 

一同、礼。ご着席願います。 
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●書記長（島田茂樹） 

事務連絡が何点かございますので、組合議員の方は、そのまま残っていただきた

いと思います。 

お手元に、組合議会議員名簿と尾三消防組合議会日程表をお配りしておりますの

で、ご確認ください。 

次回は、９月２７日の定例会となりますが、１１月の５日と６日に組合議員の視

察研修を予定しておりますので、９月定例会の前、７月頃には一度お集まりいただ

く機会、任意の打合せ会で全員協議会となりますが、この研修事業について、打合

せをさせていただきたいと考えております。ご承知置き下さい。 

日程等につきましては、決まり次第文書を発送させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

また、先日、議案書とともにお送りしましたＣＤ‐Ｒには、議会運営に関する申

し合わせ事項や当組合議会関係の例規などが保存されております。各種様式データ

も入っておりますのでご活用ください。 

最後に、机上の封筒の中には、６月上旬に実施します消防訓練の参観案内と、皆

さまの口座情報等をご提供いただく用紙を入れております。 

特に消防訓練については、直近の日にちではございますが、風水害対応訓練、水

難救助訓練と、これからの時期を踏まえ企画した訓練を行いますので、是非、組合

議員の皆様にご参観いただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上でございます。 

本日は、どうもありがとうございました。 
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